
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長

松

村

二

郎

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
三
月
奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
ア
の
表
五
級
の
項
中
第
八
号
を
削
り
、
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、

第
五
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

６

財
政
課
の
主
任
主
計
員
の
職
務

別
表
第
一
ア
の
表
六
級
の
項
第
二
号
中
「
及
び
橿
原
文
化
会
館
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
館
長

代
理
及
び
」
を
削
り
、
同
表
八
級
の
項
第
一
号
中
「
知
事
公
室
次
長
」
を
「
政
策
参
与
」
に
改
め
、
同

項
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
を
第
五
号
と
し
、
第
三
号
を
第
四
号
と
し
、
第
二
号
の
次
に
次

の
一
号
を
加
え
る
。

３

知
事
公
室
次
長
の
職
務

別
表
第
一
ウ
の
表
一
級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
級

１

市
町
村
立
の
高
等
学
校
の
講
師
又
は
助
教
諭
の
職
務

２

県
立
の
中
学
校
の
講
師
、
助
教
諭
、
養
護
助
教
諭
、
実
習
助
手
又
は
寄
宿

舎
指
導
員
の
職
務

別
表
第
一
ウ
の
表
二
級
の
項
中
第
三
号
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
県
立
」
を
「
県
立
若
し
く
は
市

町
村
立
の
高
等
学
校
、
県
立
の
特
別
支
援
学
校
又
は
県
立
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第
三
号
と
し
、
同

項
第
一
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
項
に
第
一
号
と
し
て
次
の
一
号
を
加
え
る
。

１

市
町
村
立
の
高
等
学
校
の
教
諭
の
職
務

別
表
第
一
ウ
の
表
特
二
級
の
項
第
一
号
中
「
県
立
」
を
「
市
町
村
立
の
高
等
学
校
又
は
県
立
」
に
改

め
、
同
表
三
級
の
項
第
一
号
中
「
県
立
」
を
「
市
町
村
立
の
高
等
学
校
又
は
県
立
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
、
同
表
四
級
の
項
第
一
号
中
「
県
立
」
を
「
市
町
村
立
の
高
等

学
校
又
は
県
立
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
及
び
」
を
「
又
は
」
に
改
め
る
。

別
表
第
一
オ
の
表
三
級
の
項
第
二
号
中
「
及
び
室
長
」
を
削
り
、
同
項
中
第
五
号
を
削
り
、
第
六
号



を
第
五
号
と
す
る
。

別
表
第
一
ク
の
表
四
級
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

四
級

１

主
任
主
査
の
職
務

２

看
護
主
任
の
職
務

３

主
任
の
職
務

４

看
護
主
査
の
職
務

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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